８８８プロジェクト事業　募集要項（案）

１　目的
　串間市における交流人口及び関係人口の増加並びに質の向上及び多様化を促進するため、市民主体で串間市の魅力を創出する活動を実施する団体に対して、費用の補助を行います。

２　補助対象事業
　本事業では、他の補助金を受けていない事業で次のいずれかの事業を補助対象とします。
①先進地視察研修事業
　地域づくりに関する知見の習得、事例調査等を目的とした先進地への視察研修。
②人材招へい事業
　専門的知見を有する人材又は組織等を招へいし、講演会、研修会、座談会等を開催する事業。
　※事業を行う場合は、市民や関係者（必ず市役所関係部署の職員を含むこと）10名以上を集めた「事後報告会（①の場合）・講演会・研修会・座談会等」を開催してください。
　※※①の視察研修については、必要に応じて市職員が同行することも可能です。

３　補助対象経費及び補助額
　・補助対象経費　補助対象事業に係る経費のうち、別表に定める項目とします。
　・補助額　補助対象経費に４分の３を乗じた額（その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）以内とし、1団体につき30万円を上限とします。

４　応募資格
　応募資格は、以下の要件すべてを満たす団体とします。
・市内に活動の拠点を置き、主に市内で活動を行っていること。
・構成人員が３名以上であること。
・事業の企画立案から実績報告まで、自ら行うことができる団体であること。
・団体の役員に市税等の滞納がないこと。
・政治活動及び宗教活動を目的とした団体でないこと。
・団体の構成員が暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。


５　募集期間
令和８年４月20日～令和８年６月30日

６　応募方法
以下の書類を、郵送または持参にて総合政策課企画統計係へ提出してください。
・８８８プロジェクト事業参加申込書（別紙様式第１号）
・事業計画書
・収支予算書
・団体名簿（役員を明記すること）
・市税完納証明書（役員全員分）

７　事業の採択方法
　総合政策課において、補助団体として適切か、市が補助する事業として内容が適切かを書面審査し、予算の範囲内で採否を決定します。
　審査基準については、活動内容が本要項の目的に沿っており、かつ、経費が適切であることを基準とします。
　なお、採択にあたり必要があると認められるときは、ヒアリングの実施及び追加資料の提出を求める場合があります。

８　採択の結果の通知
　審査終了後、採択結果について応募者に通知します。
　審査期間については２週間程度を要します。

９　事業実施に係る留意事項
　・事業活動は自主運営を基本とします。
　・事業完了後、事業完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定があった年度の翌年度の４月20日までのいずれか早い日までに実績報告書等を提出してください。
　・その他、事業の実施にあたっては市の指示に従ってください。

10　お問合せ先
担当部署　総合政策課企画統計係
電話番号　0987-55-1152（直通）
メール　　kikaku@city.kushima.lg.jp



別表（３関係）
	科　目
	内　容

	報償費
	講師、専門家等への謝礼等

	旅費
	講師、専門家等が補助事業に出席するために要した交通費、宿泊費等の実費相当額

	消耗品費
	事務用品等消耗品の購入費

	印刷製本費
	チラシ、ポスター等の印刷代、コピー代等

	使用料及び賃借料
	施設の使用料、機械器具リース料等

	通信運搬費
	通知、資料等の送付に要する費用

	その他の経費
	その他補助対象事業に必要な経費で、市長が必要かつ適切であると認める経費


この表の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象経費となりません。
（１）会議、慰労会等の飲食に要する経費。
（２）補助対象団体の経常的活動の運営に要する経費。
（３）補助対象団体の構成員に支払われる報酬及び謝金。
（４）領収書等により、補助対象団体が支払ったことが明確に確認することができない経費。
（５）その他市長が社会通念上適切でないと認める経費。



様式第1号（６関係）
８８８プロジェクト事業参加申込書

令和　　年　　月　　日

串間市長　　様

住　　所　　　　　　　　　　
団 体 名　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　


　下記事業について、募集要項の内容を十分に理解しましたので、８８８プロジェクト事業に参加申し込みします。
　申し込みに当たって、下記の資格要件について、事実と相違ないことを誓約します。

記

　１．事業名
　　　　８８８プロジェクト事業

　２．資格要件
　　（１）市内に活動の拠点を置き、主に市内で活動を行っている又は行う団体である。
　　（２）事業の企画立案から実績報告まで、自ら行うことができる団体である。
　　（３）団体の役員に市税等の滞納がない者である。
　　（４）政治活動及び宗教活動を目的とした団体ではない。
　　（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体ではない。

　３．添付書類
　　（１）事業計画書
　　（２）収支予算書
　　（３）団体名簿
　　（４）市税完納証明書
